
議会運営委員会  

 

令和５年４月 20日 

委 員 会 室 

 

１  開  会  

 

 

２  協議事項  

 

 ⑴  第 95回市議会臨時会の運営等について  

 

  ア  第 95回臨時会の日程等について  

 

  イ  その他  

 

 ⑵  事務組合議会議員及び各種審議会協議会委員等選出の改正につ  

  いて  

 

 ⑶  西脇市議会公式フェイスブック運用管理ガイドラインの改正に  

  ついて  

 

 ⑷  その他  

 

３  その他  

 

 ⑴  ５月初常任委員会に係る今後の予定について  

 ５月２日（火）常任委員会資料データ配付（予定）   

     10日（水）常任委員会資料配布（予定）  

          総務産業常任委員会質疑締切  

     11日（木）文教民生常任委員会質疑締切  

 

 ⑵  その他  

 



                           【Ｒ５.４.20 議会運営委員会資料】 

 

第 95回臨時会の日程等について  

 

記  

 

１  上程議案とその取扱いについて  

議案等 件    名 

４月 25日（火）  

午前10時 
 

本 会 議 

午前10時30分 
総務産業 
常任委員会 

午前11時 
予  算 
常任委員会 

午後４時 
 

本 会 議 

報 承 

第１号 

西脇市税条例の一部を改正する条

例の制定について 

提案説明 
質  疑 
委員会付託 

委員会審査 ― 
委員長報告 

～ 
採  決 

議 案 

第38号 

令和５年度西脇市一般会計補正予

算（第１号） 
〃 ― 委員会審査 〃 

西監報

第３号 

例月出納検査の結果について 

（報告） 
諸報告 

※６月定例会で調査 
西監報

第４号 

例月出納検査の結果について 

（報告） 
〃  

 

２  日程及び会期等  

 ⑴  日程  

   ４月 25日（火）午前９時 30分から  議員協議会  

          午前 10時 00分から  本会議  

          午前 10時 30分から  総務産業常任委員会  

          午前 11時 00分から  予算常任委員会  

          午後３時      討論通告締切  

          午後４時から    本会議（再開）  

     ※審議等の状況により、開始時刻の繰下げを行う場合があります。 

⑵  会期  

４月 25日（火）の１日限り  

 ⑶  本会議出席者  

   特別職及び議案関連部長  

 

３  会議録署名議員  

  １番  藤原  秀樹  議員   10番  高瀬   洋  議員  
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第 95 回市議会臨時会提出議案 

                                                 （Ｒ５．４．20告示） 

議 案 等 議     案     名 内       容 提案説明者 

報承第１号 西脇市税条例の一部を改正する条例の制定について 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う

所要の改正 
総務部長 

議案第38号 令和５年度西脇市一般会計補正予算（第１号） エネルギー・食料品等の物価高騰対応に係る補

正 
都市経営部長 

  

 

 

 
 

 



- 1 - 

 

【令和５年４月20日 議会運営委員会資料】 

 

第95回市議会臨時会提出議案の概要 
 

 

◆報承第１号 西脇市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 １ 改正理由 

   地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うた

め。（本条例改正については、令和５年３月31日付けで専決処分） 

 ２ 改正の概要 

  ⑴ 軽自動車税の種別割のグリーン化特例（軽課）の延長  

   ア 対象税 軽自動車税（種別割） 

   イ 内 容 燃費性能等の優れた軽自動車（新車に限る。）を取得し

た日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置の

延長 

  ⑵ 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の  

   減額措置の創設 

   ア 対象税 固定資産税 

   イ 内 容 一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資

する一定の大規模修繕工事を令和５年４月１日から令和７

年３月31日まで実施した場合に、当該大規模修繕工事が完

了した翌年度に課される建物部分の固定資産税額の減額措

置の創設 

 ３ 施行期日 

   令和５年４月１日 

  ※４月11日開催の議員協議会配布資料参照 

 

◆議案第38号 令和５年度西脇市一般会計補正予算（第１号） 

・エネルギー・食料品等の物価高騰対応に係る補正  225,973千円 

１ 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業  

  物価高騰の負担感が大きい低所得世帯の負担軽減を図るため、新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、電力・ガス・食

料品等価格高騰重点支援給付金を支給する。  

 ⑴ 対象世帯 

  ア 住民税非課税世帯 

  イ 住民税所得割非課税世帯（市独自実施分） 

 ⑵ 支給額 

   １世帯当たり３万円 

２ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業 

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に
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対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援

特別給付金を支給する（国事業）。 

 ⑴ 対象世帯 

  ア 低所得のひとり親世帯（令和５年３月分の児童扶養手当受給者）  

  イ その他低所得の子育て世帯（上記ア以外の住民税均等割非課税の 

   子育て世帯） 

 ⑵ 支給額 

   児童１人当たり一律５万円 

 



第 95 回市議会提出補正予算案の概要

歳入歳出予算 （単位　千円）

会　計　名 補正前の額 補　正　額 補正後の額 補 正 予 算 の 主 な 内 容
一般会計（第１号） 20,850,000 225,973 21,075,973

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支
援給付金事業 181,067

低所得の子育て世帯に対する子育て世
帯生活支援特別給付金事業 43,664

人件費（会計年度） 1,242

合　　　　計 225,973

（財源内訳）

　特定財源 225,973

　一般財源所要額 0

1



事務組合議会議員及び各種審議会協議会委員等選出の一部改正 

 

 

 事務組合議会議員及び各種審議会協議会委員等選出の一部を次のように改正する。 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように変更する。 

改     正     後 改     正     前 

 
令和５年４月20日 議会運営委員会 
 

名     称 人数 選出分野 備 考 

（略） 

都市計画審議会委員 ５ 

総務産業正副委員長 
総務産業から１人 

正副委員長充て職 

文教民生から２人  

（削る） 

主要地方道西脇八千代市川
線整備促進期成同盟会 

３ 
議長 充て職 

総務産業正副委員長 正副委員長充て職 

（略） 

  
 （削る） 
 

 
令和３年７月５日 議会運営委員会 
 

名     称 人数 選出分野 備 考 

（略） 

都市計画審議会委員 ５ 

総務産業正副委員長 
総務産業から１人 

正副委員長充て職 

文教民生から２人  

北はりまハイランド推進協
議会委員 

１ 議長 充て職 

主要地方道西脇八千代市川
線整備促進期成同盟会 

３ 
議長 充て職 

総務産業正副委員長 正副委員長充て職 

（略） 

  
  ※北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園議会議員にあっては、 

令和４年３月改選時から適用 
  

 

 

 



   西脇市議会公式フェイスブック運用管理ガイドラインの一部改正 

 

 

 西脇市議会公式フェイスブック運用管理ガイドラインの一部を次のように改正する。 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。  

改     正     後 改     正     前 

 
２ 公式アカウント 
  公式アカウントは、次のとおりとする。 

アカウント名 西脇市議会 
公式ページURL https://www.facebook.com/nishiwakishigikai 

 
10 個人情報の保護 
  個人情報については、西脇市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年 
西脇市条例第２号）に基づき、漏洩等が生じないよう厳正に取り扱うものとす 
る。ただし、個人が特定できる写真、映像、文書等を投稿する場合は、事前に 
本人、団体、企業等に了解の上、当該本人等の不利益にならないようにしなけ 
ればならない。 
 

 
２ 公式アカウント 
  公式アカウントは、次のとおりとする。 

アカウント名 西脇市議会 
公式ページURL https://www.facebook.com/nishiwakigikai 

 
10 個人情報の保護 
  個人情報については、西脇市個人情報保護条例（平成17年西脇市条例第22号） 
に基づき、漏洩等が生じないよう厳正に取り扱うものとする。ただし、個人が 
特定できる写真、映像、文書等を投稿する場合は、事前に本人、団体、企業等 
に了解の上、当該本人等の不利益にならないようにしなければならない。 

 

 

   附 則 

 このガイドラインは、令和５年４月20日から適用する。 


